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１. コロナ感染者数が急増 

ブラジルの新型コロナウイルス感染拡大が止まらない。5月 30日時点の感染者数は

約 51.5万人、死亡者数は 29,314人となった。死亡者数はフランスを抜き世界 4位とな

っている。ラ米主要国の中で、ブラジルの感染者数は突出して多い（図 1）。 

 だがブラジルは公衆衛生、医療体制が弱いため、実際の感染者数ははるかに多いと

指摘されている。BBC（英国放送協会）の報道 によると、実際の感染者数は約 15倍と

推計されている。これに基づくと推計感染者数は 772.5万人となる。大きな数字である

が、ブラジルの人口 2億 950万人と比較すると 3.7％に過ぎない。南半球はこれから本

格的な冬を迎えるため、まだ感染収束は見通せない状況である。 

図 1 ラテンアメリカ諸国の新型コロナ感染者数 

（縦軸は対数目盛） 

 

ブラジルの感染者数が 1000 人を超えたのは 3月 21日であり、第 1四半期（1-3月期）

中の本格的な拡大はわずか 10日に過ぎない。それにもかかわらず、1-3月期の実質 GDP
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は、前期比－1.5％、前年比－0.3％と低迷した。注目点は個人消費の弱さである。GDP

の約 7割を占める個人消費は、前期比－2.0％、前年比－0.7％と大きく落ち込んでいる。

当然ながら、感染の本格期となっている 4-6月期はさらに厳しい状況になるはずである。 

図 2 実質 GDP成長率 

 

２. 政策の混乱もコロナ禍を助長 

ブラジルのコロナ拡大には、対策の不徹底という政策の失敗があることは否めない。

ボルソナロ大統領は最初からコロナ問題を軽視して、感染抑制に消極的姿勢であった。

そのため、公衆衛生を担当する保健相とはしばしば対立し、わずか 1か月ほどの間に 2

人の保健相を事実上、解任している。 

ブラジルではこれまで欧米のようなロックダウン（都市封鎖）は行われていないが、

各州知事が地域の実情を反映した措置を実施している。例えばサンパウロ州は治安や消

防、公衆衛生など行政サービスと、食品など生活必需品と銀行業務の提供以外の業務を

停止させた。しかし、人の移動については制限を加えていない1。 

この背景には、新興国に共通している大きな所得格差の存在が挙げられよう。ブラジ

ルにはファベーラと呼ばれるスラムがあるが、このエリアでは上下水道が整備されてい

ないだけでなく、日々の暮らしに追われている人々が多いため、仕事を求めて外出せざ

るを得ない。また彼らの多くが従事するインフォーマル労働は高い感染リスクにさらさ

れている。職場で罹患し、ウイルスをファベーラに持ち帰り感染が拡大し、またウイル

スをファベーラから持ち出すという悪循環が発生している可能性が高い。 

ボルソナロ大統領は、脆弱な社会インフラ、大きな所得格差の問題に直面することを

避け、経済活動を継続することで、貧困層の所得も維持できると考えたのだろう。 

 
1 JETRO地域・分析レポート「ボルソナロ大統領の新型コロナ対応を探る」2020/5/13 
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また、厳しい財政状況も経済優先の理由になっているだろう。政府の余力には限界が

ある。2019 年の財政赤字は GDP比 6.0％だったが、今年は大規模なコロナ対策がすで

に決定され、実施されている。そのため、1-4月の財政赤字は 2,258 億レアルとなり前

年同期比 67.5％増となっている（図 3）。今後も赤字は膨らみ、最終的に 2020 年の財政

赤字（GDP比）は 2桁に達するだろう。 

図 3 ブラジルの財政収支（地方政府含む） 

 

2019年末のブラジルの公債残高は GDP比 89.5％2で、IMF は 2020年末に 98.2％に上

昇すると予想している。GDP比 100％近くに上る債務は、新興国にとって十分危険な水

域であり、ブラジル政府の財政余力は乏しい。感染が長期化すると、次に打つ手はあま

り残っていない。 

財政に打つ手がないとすれば、金融政策に期待がかかる。しかし、金利にはあまり引

き下げ余地が残っていない。4月のインフレ率（消費者物価の前年比）は 2.4％で、政

策金利は 5月に 3.00％に引き下げられている。名目金利の引き下げ余地は最大 3％であ

る。 

 更に、ブラジルは新興国で、過去に通貨危機を何度も経験しているうえ、上記のよう

に公債残高が累積している。格付も投資非適格とされている3。今後、新規国債の発行

量が急増すれば、金利が急騰する恐れも否定できない。4 

 
2 IMF Fiscal Monitor, 2020 April 
3 ムーディーズはブラジルの長期債務（外貨通貨建て、自国通貨建て両方とも）を Ba2（16 段階中下から

5 番目）、S&Pは BB-（16 段階中下から 4 番目）としている。 

4 今後の物価動向については、厳しい不況によるデフレ圧力とレアル安によるインフレ圧力のせめぎあい
になると思われる。インフレ見通しの開設については、前回レポートを参照されたい。 

https://www.iima.or.jp/docs/international/2020/if2020.06.pdf 
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３. 2桁近いマイナス成長に至れば、大統領弾劾も浮上する可能性 

 十分な感染症対策が取られないまま経済活動を促しても、経済活動が活性化されると

は限らない。むしろ感染が広がり不安感から需要は鈍化する一方、生産現場ではスタッ

フ不足から生産が鈍化してしまうケースも、かなりの確率で発生すると考えられる。 

 国民も経済優先の政策を支持していない。調査会社ダッタフォーリャが 5 月 25-26日

に実施した調査によると、「コロナ対策としてロックダウンを行うことに賛成か」とい

う設問に対して、賛成 60％、反対 36％となっていた。注目すべきは、低所得層で賛成

の比率が高いことである。所得が法定最低賃金の２倍以内の低所得者層では、賛成 67％、

反対 31％であった。逆に、最低賃金の 10 倍以上の高所得層では、賛成 47％、反対 50％

である。大統領の経済優先姿勢は、高所得層の要請に応えたものであり、低所得層が求

めているものではない。 

よって、大統領の支持率は低下している。現在、支持率は 33％、不支持率は 43％に

なっている。そして大統領の交代を求める意見も増えてきている。「議会は大統領を罷

免すべきか」との問いには、46％が賛成し 50％が反対した。「辞任すべきか」の問いも

賛成 48％、反対 50％と、賛成・反対が接近してきている。 

IMF が 4月に発表した成長率予想は－5.3％であるが、その後の展開を考慮すると成

長率はさらに下振れし、2桁近いマイナス成長に陥る可能性もあろう。今後、感染拡大

と景気悪化が同時進行していくと、大統領への罷免要求が高まっていくと考えられる。

2016年にはルセフ元大統領が罷免されているので、大統領罷免は決して荒唐無稽なシ

ナリオではない。罷免をめぐる国会内の駆け引きが活発化することが、ブラジルにとっ

て吉となるか、凶となるのか、展開を注意深く観察していく必要があろう。 

以 上 
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